
医師の働き方改革について 

 

１ 医師の時間外労働の上限規制について                      

  労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 141 条の規定により、医師に対する時間外・

休日労働時間の上限規制が令和６年４月から適用される。 

  平成 31 年３月 28 日にとりまとめられた「医師の働き方改革に関する検討会」報告

書（以下「報告書」という。）においては、2024年度以降の上限規制の枠組みとして、医

師の時間外・休日労働時間数の上限について、36 協定上の上限及び、36 協定によって

も超えられない上限をもとに、原則年間 960 時間[(A)水準]・月 100 時間未満(例外あ

り)とした上で、地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準[(B)水準]

及び集中的に技能を向上させるために必要な水準[(C)水準]として、年間 1,860 時間・

月 100時間未満(例外あり)の上限時間数を設定することと整理されたところである。 

  更に、昨年 11 月 18 日にとりまとめられた報告書では、医師の派遣を通じて、地域の

医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関に認められる水準[連携(B)水

準]を設定することとされたところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪留意事項≫ 

Ａ水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるので

はなく、指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用される。 
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出展：厚生労働省『「働き方改革の推進に関する検討会」参考資料』 



２ 各水準対象医療機関の指定要件                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 医療機関機能について（B・連携 B水準）                           

  地域医療確保暫定特例水準（B・連携 B水準）の対象となる要件は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参照：厚生労働省『「働き方改革の推進に関する検討会」参考資料』 

参照：厚生労働省『「働き方改革の推進に関する検討会」参考資料』 



４ 各水準の指定に当たっての基本的な流れ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 各水準の指定と適用を受ける医師について                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各水準（B、連携 B、C-1、C-2）の指定を受けた医療機関については、各業務対象医

師に対し、「追加的健康確保措置※」が義務づけられる。 

出展：厚生労働省『「働き方改革の推進に関する検討会」参考資料』 

出展：厚生労働省『「働き方改革の推進に関する検討会」参考資料』 



 ※ 追加的健康確保措置…連続勤務時間制限（28時間）、勤務間インターバル（９時

間）、代償休息の取得、医師による面接指導 等 

 

６ ２０２４年４月までの見通し及び関係機関の取組について                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆取組を推進するためには、まずは勤務実態の把握の徹底！ 

また、関係機関の連携とＰＤＣＡサイクルの見直しがカギとなる。 

出展：厚生労働省『「働き方改革の推進に関する検討会」参考資料』 

医師の時間外労働 
上限規制の適用開始 

出展：厚生労働省『「働き方改革の推進に関する検討会」参考資料』 

出展：厚生労働省『「働き方改革の推進に関する検討会」参考資料』 


